
令和4年 12 月 31 日発生西目地内土砂災害 

鶴岡市災害対策本部 

第８回会議 
□日 時 令和5年1月4日（水）16時 

□会 場 鶴岡市役所 6階大会議室 

 

次    第 

 

１ 開 会 

 

 

 

２ 報 告 

(1)現場の対応状況について 

 

 

 

(2)避難者対応について 

 

 

 

(3)その他 

 

 

 

３ その他 

 

 

 

４ 閉 会 

 

 



令和 5年 1月 4日 

鶴岡市災害対策本部 

西目地内の避難指示の今後の方向性について 

 

 

１．これまでの経過 

 令 4和年 12 月 31 日   6 時 43 分 8 世帯 22 名へ避難指示【鶴岡市】 

令和 5年 11 月 13 日 13 時 現地踏査 【庄内総合支庁・鶴岡市】 

11 月 14 日 14 時 学識経験者による緊急調査のﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ 【山形県・鶴岡市】 

16 時 第 8 回市災害対策本部会議 【鶴岡市】 

 

 

２．今後の方向性 

（１）明日 1月 5日に実施される緊急調査による専門家の意見も踏まえたうえで、更なる

調査の必要性も含めて明確化する必要がある。 

 

（２）したがって、緊急調査の報告等を待って、更に検討することとしたい。 
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西目地内土砂災害に伴う上下水道部の対応 

 

１ 水道・下水道の料金について 

(1)基本事項 

避難指示対象者及び避難指示対象者の家屋等が立地する区域(以下｢避難区域｣*)

の上下水道の使用者について、令和 4年 12 月 31 日以降、閉栓扱いとして上下水道

料金を請求しない。 

なお、避難指示の解除後に上下水道の使用を再開できる使用者は、解除日以降の

使用開始に合わせて料金請求を再開予定。 

(2)周知方法 

対象者に文書でお知らせする。 

 

２ 水道・下水道の使用について 

(1)水道 

被災家屋及び消火栓１基から漏水しているが、水道使用に支障なし。 

漏水箇所の閉栓等は現地作業が可能になり次第、実施する。 

(2)下水道 

西目第１マンホールポンプ及び制御盤が埋没状態になっており、避難区域の一部

で下水道が機能していない状況になっている。 

土砂・家屋等撤去後に状況を確認し、避難指示解除により上下水道の利用が再開

するまでに対応準備を整える。 

 

*「避難区域」⇒「県道羽前水沢停車場由良線」の西側沿線で西目字斎藤 147 番地以南    

及び「市道上京田橋金山線」の北側沿線の区域 
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プレスリリース 

令 和 ５ 年 １ 月 ４ 日 

山 形 県 

鶴 岡 市 

報道関係者各位 

 

学識経験者による緊急調査を実施し被災箇所の迅速な復旧を目指します 

 

 令和４年１２月３１日に鶴岡市西目地内で発生した土砂災害について、被災箇所に対

する発生原因や今後の調査方針の助言・指導を受けるため、下記のとおり、学識経験者

に依頼し緊急調査を実施します。 

取材方よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

１ 調査日程  令和５年１月５日（木） 12 時 30 分～14 時 00 分 

２ 調査箇所  鶴岡市西目地内 

３ 学識経験者 八木 浩司 氏（山形大学名誉教授、（公財）日本地すべり学会元会長） 

４ 取材方法 

・集合場所、取材箇所は別添図のとおりです。 

・現地での同行取材については、二次災害が懸念されることから規制線の外からお願 

いします。また、安全に留意し、調査の支障にならないよう現地担当者の指示に従

ってください。 

・調査終了後に取材時間（14 時 00 分～予定）を設けます。 

・現地日程は、当日の天候状況等により、変更する可能性があります。 

・新型コロナ感染拡大防止の観点から、マスクをご着用いただくようお願いいたしま

す。また、風邪のような症状がある場合には、参加を控えてくださいますよう併せ

てお願いします。 

 

 

問い合わせ先   
山形県県土整備部 砂防・災害対策課 
課長補佐（事業担当） 村山 雄三 
電話 023-630-2635 

報道監 県土整備部次長 土屋 倫朗 
鶴岡市 市民部 防災安全課 
  電話 0235-35-1204 
    建設部 土木課 
 電話 0235-35-1385  



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 平30情複、第1541号）
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R5.1.4 教育委員会管理課 

⻄⽬地内⼟砂災害に伴うスクールバス等の対応 
 
【管理課での対応】 
１ スクールバスの迂回運行について 

（１）上郷小学校 中型バス４４人乗り 
・登下校ルート 回送時のルートを国道７号線から県道羽前水沢停車場由良線を迂回する

ルートに変更し、起点を金山から山口に変更（別紙１のとおり） 
・金山集落の児童２名は、保護者送迎（1/6・1/10 以降当面の間） 
・運行時刻の変更なし 
 
（２）鶴岡第一中学校 中型バス４４人乗り 
・登下校ルート 山口集落で県道⻄⽬⼤山線から県道羽前水沢停車場由良線を迂回し、⼤荒

集落で転回するルートへ変更（別紙２のとおり） 
・金山集落の生徒（４人）の乗車場所は、山口集落に変更する 
 
２ バス運行ルートを関係者へ連絡 

教育委員会から各学校（始業日１月６日）へ１月５日付で通知。各学校から保護者へ緊急
連絡メール等で連絡後、登校日に紙文書を配布。 
・教育委員会 → 上郷小    → 保護者 
・教育委員会 → 一中     → 保護者 
・教育委員会 → 上郷コミセン → 関係する集落へ連絡（金山・山口・竹の浦・草井谷） 
 
３ 市内ホテルに避難している上郷小児童２名の通学支援対策について 

・避難している児童２人については、1/6・1/10 以降当面の間は、保護者送迎を行う 
・避難生活が⻑引いた場合は、再協議し、タクシー送迎を検討する 
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